
令和７年５月31日・６月１日
金沢市 被災地区復旧推進室

粟崎地区 地籍再調査事業説明会

◆ 地籍再調査の事業概要、事業の流れ

◆ 土地所有者様へのお願い・留意事項

◆ 質疑応答

《 本日の内容 》



<現状> 液状化に起因する地盤の「側方流動」が発生

…令和６年度に航空測量、街区測量を実施し、
土地境界が移動していることを確認

宅地境界が道路側に移動 民地間の境界が湾曲し擁壁が損傷 側方移動により道路側溝が損傷

流動方向流動方向流動方向

はじめに

<問題> ・道路等の復旧や土地の売買取引に支障となる
 ・広域で被害が生じており、個人間では解決が難しい

市と土地所有者で協力して境界を明確化する
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１ 個人が測量・分筆・売買（原則）

２ 市が地籍再調査

個人が所有者間で測量、分筆、売買等により登記情報を修正する

市が公図や登記簿を基に調査(測量)し、登記情報を修正する
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⇒所有者の費用負担が大きく、問題解決に時間を要す恐れがある

⇒所有者負担が少なく、問題解決まで時間が比較的早い

国土交通省・法務局と協議し、採用

2解決手法の検討



面積：１３ha

面積：１２ha

令和８、９年度実施
粟崎八幡神社・粟崎墓地周辺

令和７年度実施
粟崎小学校周辺

粟崎小学校

粟崎
八幡神社

木谷公園

粟崎墓地

内灘町

Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度

R7.4 R7.10 R8.4 R8.10 R9.4 R9.10 R10.4

粟崎小学校周辺

粟崎八幡神社
粟崎墓地  周辺

事業期間：令和７年度～令和９年度(予定)

3実施区域と全体スケジュール



⑤地元説明会

⑦復元境界の確定測量

④現況の測量図作成

登記簿面積を確保する
ように復元案を作成

同意確認

⑧国の承認

法務局へ登記手続き

境界復元方針を法務局と協議

③現況境界の測量

(所有者立会い) (所有者立会い)
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6/20～7末

5/31・6/1

7/1～8末

8末

秋頃

①地元説明会

～３月末

令和７年度の事業スケジュール（粟崎小学校周辺）

⑥境界復元(案)提示

境界復元方針

②現況境界の確認
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・所有者の皆さまの境界認識
（擁壁・ブロック塀・フェンスなど）

・所有者の皆さまがお持ちの境界を示す図面
（境界確認協議書、土地境界実測図など）

◆ 現況境界の立会いで確認すること

※ 立会いを希望されない（市へ任せる）ときは、
 委任状の提出をお願いします。

この現況境界の立会いによって、
境界が確定するわけではありません。

5現地境界の立会い



境界復元(案)の作成は原則、登記簿面積を確保できるよう調整します

新

22
5

黒の数値：登記上の公図辺長（単位：ｍ）や面積（単位：㎡）

緑の数値：更正予定の辺長 （単位：ｍ）や面積（単位：㎡）

公図辺長を公図で囲っている場合は、計算値が同じ（カッコ）内の数値は登記辺長との差（単位：mm）

193.58㎡
＋0.01㎡

6境界復元(案）



６月２日  現況調査の立会い依頼文を郵送します。

7現況調査 (※今年度実施のエリアの場合)

〈送付する書類〉
・立会い依頼文
・境界位置に関する市への委任状
・立会い日程

〈依頼文〉 〈委任状〉



8現況調査当日の日程

※当資料は6月2日以降にA3サイズのものを郵送いたしますので、お手元にてご確認ください。



9現況調査の日程 (※今年度実施のエリアの場合)



６月21日～７月31日 現況調査の立会いを行います。
●当日立会いができる方

●当日立会いができない方

・所有者又は相続人 立会われた方を記録するため、
調査票へ確認の署名をお願いします

・代理人
(例)ご家族や親族など

立会いを希望されない（市へ任せる）ときは、
委任状の提出をお願いします。

この現況境界の立会いによって、
境界が確定するわけではありません。

10現況調査の日程 (※今年度実施のエリアの場合)

※ご都合が合わない方、日時調整が必要な方は別途日時調整させて頂きます。
下記の連絡先までご連絡ください。
 ☎076-291-0408((公社)石川県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 担当 江端、北岸)
 E-mail：isikyo@lilac.ocn.ne.jp

 ・土地を所有者以外の方が使用している(賃貸借)場合は、
使用されている方へ立ち入りについてお伝えください。



● 調査士が順次ご自宅を訪問し調査を行います
 →インターホンを鳴らしお声掛けします
 ※お住まいでない方又は時間指定が必要な方は別途ご連絡ください

 ☎076-291-0408
((公社)石川県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 担当 江端、北岸)

 ※ご不在の場合、連絡調査票の連絡先へご連絡させていただきます

● 境界及び登記情報が相違無いかを確認します

現況境界の確認作業終了（概ね２０分ほど）

● 現況測量を行うための位置をスプレー等でマークします

【確認事項】
・認識されている境界位置がどこか
・登記簿記載情報に修正が無いか

※後日、改めて測量作業を行います。
敷地内への立ち入りはお声掛けいたしますが、
ご不在の場合は立ち入らせて頂きますのでご了承ください。

写真

写真

11現況調査 当日の流れ



ビブス

（土地家屋調査士）

金沢市腕章

（測量業者・市職員）

調査の際は、土地家屋調査士のビブス 又は 金沢市の腕章を着用します。

12その他

境界復元(案)に同意をいただく際には、
相続人…全ての相続人の委任状が必要になります
代理人…所有者の委任状が必要になります

※あらかじめご準備の程お願いします。

◆ 今後のお願い
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